
議案第１０４号

専決処分の報告及び承認を求めることについて

 緊急執行を要した下記のことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定により専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

  令和２年４月３０日提出

 さ いたま市長  清  水  勇  人

記

 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第４号）



専決第１１６９号 

専  決  処  分  書 

 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第４号）について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和２年４月２０日 

さいたま市長 清  水  勇  人

令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第４号） 

 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６，０６３，６６６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９２，９２０，４６５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 





第２表

追　加 （単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

モバイルワークシステム追加機器等賃借
料

令和３年度から
令和５年度まで

２５,７３５

新型コロナウイルス対応臨時資金融資利
子助成（追加分）

令和３年度から
令和５年度まで

４７０,５４７

債　務　負　担　行　為　補　正


